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報道関係者 各位 

 

令和２年 障害者雇用状況の集計結果 
 
熊本労働局（局長 木下 正人）では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、

令和２年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）では、事業主に対し、

常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率。民間企業の場合は 2.2％。）以上の障害者

を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神

障害者の雇用状況について、厚生労働省が障害者の雇用義務がある事業主などに報告を求

めているものです。 

 

【集計結果の主なポイント】 
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熊 本 労 働 局 発 表 

令和3年1月15日（金） 

14:00 解禁 

＜民間企業＞（法定雇用率2.2％） 

○ 雇用障害者数、実雇用率とも過去最高を更新。 

 ・ 雇用障害者数は 4,534.5 人と前年より 1.1％増加。また、実雇用率は 2.35％(前年

比0.03ポイント上昇)。 

  ・ 法定雇用率達成企業の割合は 58.8％（前年比1.9ポイント上昇）。 

 

＜公的機関＞（同2.5％。都道府県等の教育委員会は2.4％。）※（ ）は前年の値 

○ 県の機関、市町村の機関、教育委員会の雇用障害者数、実雇用率とも前年を上回る。 

・ 県 の 機 関：雇用障害者数149.0人(141.5人)、実雇用率2.78％（2.66％） 

・ 市町村の機関：雇用障害者数 479.5人(433.0人)、実雇用率2.38％（2.35％） 

・ 教 育 委 員 会：法定雇用率2.4％が適用される熊本県・熊本市  

雇用障害者数 360.0人(300.0人)、実雇用率2.66％（2.28％） 

 

＜特殊法人＞（同2.5％）※（ ）は前年の値 

○ 雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。 

・ 雇用障害者数81.0人(66.0人)、実雇用率 2.53％（2.06％）       
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【熊本労働局の対応】  

 

  このような状況を踏まえ、熊本労働局においては、次のとおり指導の一層の強化を図

ることとします。 

 

◎ 公的機関は、民間企業に率先垂範して障害者雇用率を達成すべき立場にあることか

ら、未達成の機関は、障害者採用計画通報書を作成することとされており、当該採用

計画の着実な推進を図るためのヒアリング実施、労働局幹部職員による機関のトップ

に対する指導等を行います。 

 

◎ 民間企業に対する法定雇用率達成に向けた指導の強化を図っており、指導基準に基

づき、当該企業を管轄する公共職業安定所長から障害者雇入れ計画の作成を命じまし

た。 

当該雇入れ計画の着実な推進及び効果的な達成を図るため、不足数の多い企業に対

しては、労働局幹部職員による指導等を実施します。 

特に、不足数が0.5人または１人である企業（１人不足企業）及び障害者を１人も

雇用していない企業（０人雇用企業）を重点指導対象とし、トライアル雇用等、各種

助成金制度・雇用支援策の活用等による障害者雇用の促進を図ります。 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（45.5人以上規模の企業：法定雇用率2.2％）に雇用されている障害者の

数は 4,534.5人で、前年より1.1％増加し、過去最高となった。 

・ 雇用されている障害者のうち、身体障害者は 2,785.0人（対前年比0.2％減）、知

的障害者は1,115.0人（同0.1％増）、精神障害者は634.5人（同9.7％増）と、身体

障害者を除いて前年より増加した。 

・ 実雇用率は2.35％（前年は2.32％）と0.03ポイントの上昇となった。また、法定

雇用率達成企業の割合は58.8％（同56.9％）と1.9ポイントの上昇となった。   

                        【総括表１、詳細表Ⅰ－１】 

 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、45.5人～100人未満の規模で

前年より減少し、100人～300人未満、300人以上500人未満、500人以上1,000人未満、

1，000人以上の規模で前年より増加した。 

 

・ 実雇用率については、100人～300人未満、300人～500人未満、500人～1,000人未

満、1,000人以上の規模で前年を上回った。 

 

・ 法定雇用率達成企業の割合については、全ての規模企業において前年を上回った。

                              【詳細表Ⅰ－２】 

 

○ 産業別の状況 

・ 産業別における雇用されている障害者の数は、「医療・福祉」の 1,587.5 人（前

年比4.5 人減少）が最も多く、「製造業」の1049.0 人（前年比31.5 人増加）、「卸

売業、小売業」598.0人（前年比14.5人増加）と続いている。 

 

  ・ 実雇用率については、「生活関連サービス業、娯楽業」（3.27％）、「医療・福祉」

（3.02％）、「運輸業・郵便業」（2.55％）、において民間企業全体の2.35％を上回っ

ている。 

    なお、「金融業・保険業」「不動産業、物品賃貸業」（1.64％）、「情報通信業」（1.34％）、

「教育・学習支援業」（1.83％）などにおいて法定雇用率(2.2％)を下回っている。 

  【詳細表Ⅰ－３】 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 令和２年の法定雇用率未達成企業は531社。そのうち、不足数が0.5人または１人

である企業（１人不足企業）が、383社と72.1％を占めている。 

 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、333社と未達成企

業に占める割合は、62.7％となっている。  

            

 
 
 
 

(1) 県の機関（法定雇用率2.5％） 

熊本県の機関に在籍する障害者の数は149.0人（前年141.5人）、実雇用率について

は2.78％（前年2.66％）でともに前年を上回った。 

【総括表１（１）・詳細表Ⅱ－１・Ⅲ－１】 

 

(2) 市町村の機関（法定雇用率2.5％） 

市町村の機関に在籍する障害者の数は 479.5 人（前年 433.0 人）、実雇用率につい

ては2.38％（前年2.35％）であり、障害者の数、実雇用率ともに前年より増加した。 

62機関中40機関が達成している。 

 【総括表１（２）・詳細表Ⅱ－２・Ⅲ－２・３】 

 

(3) 法定雇用率2.4％が適用される教育委員会 

法定雇用率2.4％が適用される教育委員会に在籍する障害者の数は360.0人（前年

300.0人）、実雇用率については2.66％（前年2.28％）であり、ともに前年を上回っ

たが、２機関中１機関が法定雇用率を達成していない。 

【総括表１（３）・詳細表Ⅱ－３・Ⅲ－４】 

 

 (4) 特殊法人（法定雇用率2.5％） 

特殊法人に雇用されている障害者の数は81.0人（前年66.0人）、実雇用率については

2.53％（前年2.06％）といずれも前年を上回っているが、３機関のうち１機関が法定雇

用率を達成していない。 

【総括表２・詳細表Ⅱ－４・Ⅲ－５】 

２ 公的機関等における在職状況 



4 ／ 4

（ ） （ ） （ ） （ 4 ／ 4 ） （ ）

40 ／ 62

（ ） （ ） （ ） （ 39 ／ 61 ） （ ）

法定雇用率 1 ／ 2

2.4％の機関 （ ） （ ） （ ） （ 0 ／ 2 ） （ ）

2 ／ 3

（ ） （ ） （ ） （ 1 ／ 3 ） （ ）

注 1

2

3

4

5
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　1の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員
が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　2の表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害
者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数で
ある。
　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者・知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については、法律上1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度障害者以外の身体及び知的並びに精神障害者
である短時間労働者については、法律上1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
　ただし、平成30年4月1日から、精神障害者である短時間労働者については、雇入れから3年以内又は精神障害者保健福祉手帳取得から3
年以内の場合、令和5年3月31日までの間は、0.5人とカウントするところ、1人とカウントを行う。

　法定雇用率2.4％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　（　）内は、令和元年6月1日現在の数値である。

特殊法人等
3,199.5人 81.0人 2.53％ 66.7％

3,210.0人 66.0人 2.06％ 33.3％

①　法定雇用障害者数の
② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率
⑤ 達成割合

算定の基礎となる労働者数 　達成法人の数

2　特殊法人等における雇用状況（法定雇用率2.5％）

13,532.5人 360.0人 2.66％ 50.0％

13,160.0人 300.0人 2.28％ 0.0％

（3）法定雇用率２．４％が適用される教育委員会（法定雇用率2.4％）

①　法定雇用障害者数の
② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率
⑤ 達成割合

算定の基礎となる職員数 　達成機関の数

市町村の機関
20,170.5人 479.5人 2.38％ 64.5％

18,434.5人 433.0人 2.35％ 63.9％

（2）市町村（教育委員会含む）の機関（法定雇用率2.5％）

①　法定雇用障害者数の
② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率
⑤ 達成割合

算定の基礎となる職員数 　達成機関の数

100.0％

5,315.0人 141.5人 2.66％ 100.0％

算定の基礎となる職員数 　達成機関の数

熊本県の機関
5,351.5人 149.0人 2.78％

【 総括表 】

1　地方公共団体における在職状況

（1）熊本県の機関（法定雇用率2.5％）

①　法定雇用障害者数の
② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率
⑤ 達成割合



◎ 法定雇用率とは 
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  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基

づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しな

ければならないこととされている。 

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                       一般の民間企業 ………………………… 2.2％ 

  ○ 民間企業 …………   （45.5人以上規模の企業） 

                       特殊法人等 ……………………………… 2.5％ 

                   （労働者数40人以上規模の特殊法人、 

               独立行政法人、国立大学法人等） 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………………… 2.5％ 

       （40人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………………… 2.4％ 

       （42人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなけ 

ればならないこととなる企業等の規模である。 

 

   

 

 

 

 

  

 
  

    

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇 

用率を下回らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体 

障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20 

時間以上30時間未満の労働者）については、1人分として、重度以外の身体障害者及び知 

的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントさ 

れる。 

ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、雇入れから3年以内又は精神障害 

者保健福祉手帳取得から3年以内の場合、0.5人とカウントするところ、１人とカウント 

を行う。 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

障害者雇用率 ＝ 

                  常用労働者数 ＋ 失業者数 



◎ 障害者雇用率達成指導の流れ 
 

 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入

れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

   
   
    

 

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

 

                      

 
                               

 

 

 

 

雇入れ計画作成命令（２年計画） 

 

翌年１月を始期とする２年間の計画（※）

を作成するよう、公共職業安定所長が命令

を発出（同法第46条第１項） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な

実施を勧告（計画１年目12月）（同法第46

条第６項） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

特 別 指 導 

 

 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対

し、公表を前提とした特別指導を実施（計

画期間終了後に９か月間） 

                      
 
 

 

 

 

 

企 業 名 の 公 表 

 

 

（同法第47条） 

 

 

注：不足数の特に多い企業等については、当該企業の幹部に対し、労働局幹部による 

  直接指導も実施している。 

 

 〔指導実績〕 

  ○ 令和元年度の実績 

     ＊「雇入れ計画作成命令」の発出 ………… 0社 

      

  ○ 雇入れ計画を実施中の企業 ……………… 18社（元年度末現在） 
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Ｅ．

計　　

Ｃ＋Ｄ

×0.5 

2,785.0 195.5 106 11939 753 222 1,115.0 112.0 575

505 758 58.8

4,534.5 717 125 1,144 164 634.5 126.0

‐１０‐

３ ②Ａ欄・Ｃ欄、③Ａ欄・Ｃ欄及び④Ｃ欄は、１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、②Ｂ欄・Ｄ欄、③Ｂ欄・Ｄ欄及び④Ｄ欄は
１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。

４ ②Ｆ欄、③Ｆ欄及び④Ｆ欄の「うち新規雇用分」とは、平成30年６月２日から令和元年６月１日までの１年間に新規に雇入れられた障害者数
である。

５ （　）内は、令和元年6月1日現在の数値である。

注 １ ①欄の「障害者の数」とは、②Ｅ欄、③Ｅ欄及び④E欄の計である。

２ ②Ａ欄の重度障害者、③Ａ欄の重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとしてそれぞれＥ欄の計を算出するに当たりダ
ブルカウントを行い、②～④Ｄ欄の身体、知的、精神障害者である短時間労働者については、法律上１人を0.5人に相当するものとしてＥ欄
の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。

(102.0) (522) (113) (578.5) (138.0)(239.5) (112) (34) (730) (251) (1,113.5)(4,483.5) (714) (114) (1,159) (181) (2,791.5)

人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人

働者 者

間労

者　　

者　　 間労働 者 間労働

Ｄ×0.5 分　 短時 分　Ｄ×0.5 分　 間労働 る短時

雇用 ある 雇用

間労働 る短時

雇用 る短時 者　　 者であ ＋Ｃ＋

新規 者　 者で 新規

る短時  者　　 者であ ＋Ｃ＋

新規 者　　 者であ 的障害 的障害 ＋Ｂ＋

うち 障害 障害 うち

者　　 者であ 体障害 体障害 ＋Ｂ＋

うち 的障害 的障害 外の知 外の知 Ａ×２

Ｆ． 精神 精神 Ｆ．

体障害 体障害 外の身 外の身 Ａ×２

Ｆ． 重度知 重度知 重度以 重度以 計　　

Ｃ． Ｄ．　

の数　 重度身 重度身 重度以 重度以 計　　

Ａ．　 Ｂ．　 Ｃ． Ｄ． Ｅ．障害者 Ａ．　 Ｂ．　 Ｃ． Ｄ．　 Ｅ．

　（　）内は、令和元年6月1日現在の数値である。

（２）障害種別雇用状況

① ②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

７

２ 　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、法律上１人を２人に相当するものとして③Ｅ欄の計を算出するに当たりダブ
ルカウントを行い、③Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については、法律上１人を0.5
人に相当するものとして③Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当するものについては、1人分としてカウントしている。

３

４

　③Ｆ欄の「うち新規雇用分」とは、平成30年６月２日から令和元年６月１日までの１年間に新規に雇入れられた障害者数である。

　③Ａ欄・Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、③Ｂ欄・Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働
者である。

　③Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。
　　①平成29年6月2日以降に採用された者であること。
　　②平成29年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得したものであること。

５ 　③Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注４に該当しない者である。

６

(56.9)(1,317) (193,167.0) (826)

注 １ 　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業する
ことが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

(148) (2,411)

％

4,534.5 433.5 2.35

(545) (4,483.5) (479.5) (2.32) (749)

企業 人 人 人 人

1,289 193,123.0 823 164 2,472

人

間労働者　

人 人 ％ 企業

働者　　

　　 時間労働 障害者　 である短時

精神障害者

Ｄ×0.5 　

数　　　 である短 及び精神

る労働者 的障害者 的障害者 的障害者 害者並びに

及び知的障 Ｂ＋Ｃ＋　 雇用分　

Ａ×２＋　 うち新規 ×100 業の数　 業の割合

基礎とな び重度知 び重度知 害者、知

の算定の 障害者及 障害者及 の身体障 身体障害者

重度以外の 計　　　　 Ｆ．　　 Ｅ÷② 率達成企 率達成企

Ｅ．　　　 実雇用率 法定雇用 法定雇用

障害者数 重度身体 重度身体 重度以外

企業数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　

Ⅰ　民間企業における雇用状況
　

１　概要

（１）民間企業の概要

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥



２　企業規模別の雇用状況

（１）概要

区分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

企業数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｅ．　　 実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　 Ｆ．　　 率　　 用率達 用率達

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障 Ａ×２＋ うち新 Ｅ÷② 成企業 成企業

基礎とな 者及び 者及び 体障害 害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

る労働者 重度知 重度知 者、知 知的障害 Ｄ×0.5 分　　

数　　　 的障害 的障害 的障害 者並びに

　　 者　　 者であ 者及び 精神障害

る短時 精神障 である短

間労働 害者　 時間労働

者　　 者　　　

規模計
企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

1,289 193,123.0 823 164 2,472 505 4,534.5 433.5 2.35 758 58.8

人 (1,317) (193,167.0) (826) (148) (2,411) (545) (4,483.5) 479.5 (2.32) (749) (56.9)

45.5～
100未満

661 43,289.5 138 45 587 180 998.0 93.0 2.31 355 53.7
(701) (46,088.0) (168) (54) (639) (230) (1,144.0) (139.5) (2.48) (369) (52.6)

100～
300未満

482 70,841.5 323 62 1,056 218 1,873.0 194.5 2.64 319 66.2
(470) (68,949.5) (300) (45) (989) (202) (1,735.0) (182.5) (2.52) (306) (65.1)

300～
500未満

85 27,897.5 126 18 316 43 607.5 71.5 2.18 52 61.2
(87) (28,411.0) (125) (20) (304) (42) (595.0) (62.0) (2.09) (51) (58.6)

500～
1000未満

51 30,741.5 121 30 329 58 630.0 53.0 2.05 27 52.9
(50) (30,557.5) (124) (25) (308) (61) (611.5) (81.5) (2.00) (20) (40.0)

1,000以上
10 20,353.0 115 9 184 6 426.0 21.5 2.09 5 50.0
(9) (19,161.0) (109) (4) (171) (10) (398.0) (14.0) (2.08) (3) (33.3)

（２）障害種別雇用状況

区分

① ②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

障害者 Ａ． Ｂ．　 Ｃ． Ｄ． Ｅ．　 Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ． Ｅ．　 Ｃ． Ｄ． Ｅ．　

の数　 重度身
体障害
者

重度身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の身
体障害
者

重度以
外の身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

計　　

×0.5

Ｆ． 重度 重度知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の知
的障害
者

重度以
外の知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

計　　

分　 ×0.5

Ｆ． 精神障
害者

精神障
害者で
ある短
時間労
働者

計　 Ｆ．

Ａ×２ うち 知的 Ａ×２ うち Ｃ＋Ｄ うち

＋Ｂ＋ 新規 障害 ＋Ｂ＋ 新規 ×0.5 新規

 Ｃ＋Ｄ　 雇用 者　  Ｃ＋Ｄ　 雇用 雇用

分　 分　

規模計
人 人 人 人 人

4,534.5 717 125 1,144

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

164 2,785.0 195.5 106 39 753 222 1,115.0 112.0 575 119 634.5 126.0

人 (4,483.5) (714) (114) (1,159) (181) (2,791.5) (239.5) (112) (34) (730) (251) (1,113.5) (102.0) (522) (113) (578.5) (138.0)

45.5～
100未満

998.0 124 33 259 43 561.5 14 12 173 68 247.0 155 69 189.5

(1,144.0) (146) (37) (263) (51) (617.5) *** (22) (17) (185) (104) (298.0) *** (191) (75) (228.5) ***

100～
300未満

1,873.0 253 50 440 77
(1,735.0) (238) (37) (446)

1,034.5 70 12 398 117 608.5 218 24 230.0

(77) (997.5) *** (62) (8) (376) (106) (561.0) *** (167) (19) (176.5) ***

300～
500未満

607.5 122 13 151 21 418.5 4 5 93 12 112.0 72 10 77.0
(595.0) (120) (16) (155) (18) (420.0) *** (5) (4) (91) (16) (113.0) *** (58) (8) (62.0) ***

500～
1000未満

630.0 118 25 165 20 436.0 3 5 62 24 85.0 102 14 109.0

(611.5) (121) (20) (169) (26) (444.0) *** (3) (5) (51) (24) (74.0) *** (88) (11) (93.5) ***

1,000以上
426.0 100 4 129 3 334.5 15 5 27 1 62.5 28 2 29.0
(398.0) (89) (4) (126) (9) (312.5) *** (20) (0) (18.0) ***

‐１１‐

(27) (1) (67.5) *** (18) (0)



その他（上記
以外の産業）

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

(21) (2) (26) (1)

2

(18) (1,549.5) (6)

 生活関連
サービス業、

娯楽業

(8) (44.4) 

‐１２‐

(0) (6) (0) (18.0) (0.0) (1.16)

19.0 0.5 1.12 7 35.020 1,689.0 5 0 8

(41) (305.5) (50.0) (2.28) (54) (57.4) (94) (13,404.0) (44) (16) (181)

3788 12,910.0 35 21 300.5 39.5 2.33 51 58.0

(15.5) (2.08) (7) (24.1) (168.5)

191

2.03 9 32.1

(29) (8,120.0) (26) (1) (111) (9)

(64.8) 

複合サービス業
28 8,079.5 30 1 101 4 164.0 18.0

(796) (346) (1,592.0) (176.5) (3.08) (269)

313 1,587.5 159.5 3.02 288 70.1
医療・福祉

411 52,638.5 266 71 828

(415) (51,748.5) (272) (79)

(70.5) (11.0) (1.81) (19) (50.0) 支援業 (38) (3,900.5)

1 65.5 6.0 1.83 17 48.6教育・学習 35 3,579.5 20 2 23

(158.0) (20.0) (3.16) (14) (46.7) 

3.27 16 45.75 177.5 13.0

(74)

(30) (4,994.5) (21) (12) (99) (10)

(66.7) 

61.1

(118.5) (20.5) (2.49)

35 5,429.0 28 11 108

宿泊業、 36 4,444.5

(26)

99.5 13.5 2.24 22

飲食サービス業 (39) (4,757.5) (15) (6) (17)

12 7 58

(1) (26.5) (5.0)

21

(1.18) (9)

1.64 10 45.5

(40.9) 物品賃貸業 (22) (2,247.0) (5) (0) (16)

(41.7) 

不動産業、 22 2,341.0 10 3 15 1 38.5 8.5

(31) (3) (70.5) (3.5) (1.59) (5)

70.5 7.0 1.64 6 46.2

保険業 (12) (4,421.0) (19) (0)

(1.85) (83) (43.0) 

金融業、 13 4,307.5 20 0 30 1

46.3

小売業 (193) (31,608.5) (111) (20) (307) (69) (583.5) (42.5)

328 82 598.0 47.5 1.88 87

(203.0) (24.0) (2.58) (43) (62.3) 

卸売業、 188 31,855.5 99 31

2.55 42 58.3

郵便業 (69) (7,863.0) (35) (1) (124) (16)

(30.3) 

運輸業、 72 8,021.5 35 1 127 13 204.5 16.0

(31) (1) (63.5) (11.0) (1.38) (10)

1 60.5 3.0 1.34 10 30.3
情報通信業

33 4,520.0 14 0 32

(33) (4,588.0) (16) (0)

62.9

(555) (31) (1,017.5) (94.0) (2.08) (170) (62.5) (11)

24 1,049.0 91.5 2.18 161

(56.5) 

製造業
256 48,148.5 225 16 571

(272) (48,860.5) (218)

(48) (0) (78.0) (6.0) (1.72) (26)

0 91.0 9.0 1.95 27 58.7
建設業

46 4,678.5 22 0 47

(46) (4,533.5) (15) (0)

(0) (10.0) (0.0) (1.75) (6) (85.7) 

1.0 1.87 5 83.3

漁業、鉱業 (7) (571.0) (2) (0) (6)

(749) (56.9)

農業、林業、 6 480.5 2 0 5 0 9.0

58.8

(1,317) (193,167.0) (826) (148) (2,411) (545) (4,483.5) (479.5) (2.32)

2,472 505 4,534.5 433.5 2.35 758

人 人 人 ％ 企業 ％

産業計

企業 人 人 人 人

1,289 193,123.0 823 164

働者　　　者　　

間労働 害者　 短時間労

者であるる短時 精神障

　　 者　　 者であ 者及び 精神障害

者並びに

Ｄ×0.5 分　　

数　　　 的障害 的障害 的障害

る労働者 重度知 重度知 者、知 知的障害

害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

Ａ×２＋ うち新 Ｅ÷② 成企業 成企業

基礎とな 者及び 者及び 体障害

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障

重度以外 計　　　 Ｆ．　 率　　 用率達 用率達

Ｅ．　　 実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以

企業数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　

３　産業別の雇用状況

（１）概要

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥



***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

‐１３‐

(0) 0.0 (1) (0) (1.0)(18.0) (6) (0) (5) (0)

0.0 4

(0) (0) (0)(17.0)
***

4.015.0 0 0 0 019.0 5 0 4 2 0

(1) (1) (38) (49) (3) (50.5)(48.0)
***

1 51.0

(305.5) (43) (15) (94) (24) (207.0)

10

(52) (1) (52.5)

64 4 66.0300.5 33 20 86 23 41183.5 2

51.0

(168.5) (26) (1) (46) (3) (100.5) (0)

3

(66)

0 51

(15.5)

0100.5 0

(0) (13) (5)

(1,592.0)

12 1 12.5

(206) (56) (326) (75) (831.5) (23)

69 835.5 64 21 294

複合サービス業
164.0 30 1 38

233.0

(178) (528.0) (186) (93)

152 519.0

(232.5)

187

(284)

(0) (3.0) (3) (0)

92

(3.0)

医療・福祉
1,587.5 202 50 347

支援業 (70.5) (21) (2) (20) (1)

1.0 2

(64.5) (0) (0) (3)

1 0 2.062.5 0 0 1 0

7168.0

(14) (1) (14.5)

教育・学習 65.5 20 2 20

(17)

3

(54.0)

93.5

(7) (5) (68) (5)

8 5

(89.5)

(12) (2) (13.0)(9)

12 4

16 0 16.0177.5 20 6 21 2生活関連
サービス

業、娯楽業 (4)(158.0) (14) (7)

14.09 27.5

(39.5)

58.0 2
***

宿泊業、 99.5 10 4 30

(25)

3 16

(2)

(22.5)

8

(6) (66.0) (4)

(0)

1 1.5

(4)

飲食サービス業 (118.5) (11) (4) (37)

(0)(1) (0) (0)

33.0 0 4.04

(0)(0.0) (4.0)

0

物品賃貸業 (26.5) (5) (0) (12)

0不動産業、 38.5 10 2 11 0

(3) (65.5) (0) (0)

1

保険業 (70.5) (19) (0) (26)

0金融業、 70.5

(0) (0)

(55.5)(22)(23)

0

(2)

6.00.00 0 6

(40) (365.0)

20 0

(0.0)

(52)

***
(5)

(104)

(0) (5.0)

24 1 64.5 0

80.5

小売業 (583.5) (88) (18) (151)

16 6 115 29 167.5

(163.0)

(21) (2)(41.5)

73 15

(7)

(22.0)

卸売業、 598.0 83 25 140 38 350.0

(5) (139.5) (35) (9)

190 39 9 43.5 1 19.5

郵便業 (203.0) (34) (1) (68)

0

(1) (0)

(12) (0) (12.0)

運輸業、 204.5 35 1 69 3 141.5

13 0 13.04.0

(47.5) (0) (0) (4) (0) (4.0)(16) (0) (15) (1)

00 0 4

(4) (98.0)

情報通信業
60.5 14 0 15 1 43.5

(63.5)

3 111.5

(1,017.5) (208) (10) (308) (18) (743.0) (10)

2 154 8 188.0 110

(1) (151) (9) (176.5) (96)

(15.0)

製造業
1049.0 211 14 307 13 749.5 14

(78.0) (15) (0) (30) (0) (60.0) (0)
***

(0) (3)

0 4.0 13 0 13.0

(0) (3.0) (15) (0)

0 74.0 0 0 4

(0) (2.0) (0) (0) (0.0)

建設業
91.0 22 0 30

漁業、鉱業 (10.0) (2) (0) (4) (0)

2.0 1 0 1.06.0 0 0 2 0
***

(8.0) (0) (0) (2)

農業、林業、 9.0 2 0 2 0

(1,113.5) (102.0) (522) (113) (578.5) (138.0)(2,791.5) (239.5) (112) (34) (730) (251)

112.0 575 119 634.5 126.0

(4,483.5) (714) (114) (1,159) (181)

195.5 106 39 753 222 1,115.04,534.5 717 125 1,144 164 2,785.0

人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人 人

産業計

人 人 人 人 人

Ｃ＋Ｄ Ｃ＋Ｄ　

×0.5 ×0.5

重度以
外の知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

計　　

うち
新規
雇用
分

重度知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の知
的障害
者＋Ｂ＋ ＋Ｂ＋ ×0.5 

計　　 Ｆ．

Ａ×２ うち
新規
雇用
分

Ａ×２ うち
新規
雇用
分

Ｃ＋Ｄ

精神障
害者で
ある短
時間労
働者

Ｆ． 精神障
害者

Ｅ．　

の数　 重度身
体障害
者

重度身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の身
体障害
者

重度以
外の身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

Ｆ． 重度知
的障害
者

Ｃ． Ｄ． Ｅ．　

計　　

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ．Ｃ． Ｄ． Ｅ．　 Ａ． Ｂ．

その他
（上記以外
の産業）

(14)

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

（２）障害種別雇用状況

区　分

① ②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

障害者



(100.0)(2) (0) (2.0) (0.0) (4.26) (1)

0 2.0 0.0 4.30 1 100.0
鉄鋼

1 46.5 0 0 2

(1) (47.0) (0) (0)

(104.5) (7.0) (2.16) (17) (70.8)

‐１４‐

8.0 2.12 18 75.0

(24) (4,840.0) (25) (1) (53) (1)

(29) (58.0)

その他
24 5,218.5 23 3 60 3 110.5

62.8

(50) (10,343.5) (56) (1) (94) (3) (208.5) (18.0) (2.02)

103 2 206.0 15.0 2.07 27

(249.5) (13.5) (2.11) (18) (60.0)

その他機械
43 9,932.0 51 0

(30) (11,825.5) (64) (0) (119) (5)

2 250.0 9.0 2.19 19 73.1

(4.0) (2.08) (14) (63.6)

電気機械
26 11,398.0 64 0 121

2.21 14 56.0

(22) (2,648.5) (13) (1) (27) (2) (55.0)

(33.3)

金属製品
25 2,873.5 16 0 31 1 63.5 9.5

(12) (0) (26.0) (2.0) (2.59) (1)

0 28.0 2.0 2.90 1 50.0
非鉄金属

2 964.5 8 0 12

(3) (1,004.5) (7) (0)

46.2

(18) (0) (28.0) (1.0) (1.66) (7) (53.8)(0)

0 28.0 3.0 1.65 6

(56.5)

窯業・土石
13 1,696.0 3 0 22

(13) (1,688.5) (5)

(50) (1) (76.5) (3.0) (1.75) (13)

1 87.5 13.0 2.02 13 61.9
化学工業

21 4,331.0 16 1 54

(23) (4,373.5) (13) (0)

(2) (19.0) (0.0) (1.37) (7) (46.7)紙・印刷 (15) (1,391.5) (5) (0) (8)

0 23.0 1.0 1.70 7 46.7

(4.0) (1.13) (6) (50.0)

パルプ・ 15 1,353.5 6 0 11

0.79 3 25.0

(12) (977.5) (1) (1) (8) (0) (11.0)

(84.6)

木材・家具
12 1012.5 0 1 7 0 8.0 1.0

(21) (3) (32.5) (6.5) (2.17) (11)

3 30.5 8.0 2.30 9 81.8
繊維・衣服

11 1,323.5 5 0 19

(13) (1,500.0) (5) (0)

(14) (205.0) (35.0) (2.49) (46) (69.7)

22.0 2.65 43 68.3

たばこ (66) (8,220.5) (24) (7) (143)

(170) (62.5)

食料品・ 63 7,999.0 33 11 129 12 212.0

62.9

(272) (48,860.5) (218) (11) (555) (31) (1,017.5) (94.0) (2.08)

571 24 1049.0 91.5 2.18 161

人 人 人 ％ 企業 ％

製造業計

企業 人 人 人 人

256 48,148.5 225 16

働者　　者　　

間労働 害者　  短時間労

者であるる短時 精神障

　　 者　　 者であ 者及び 精神障害

者並びに

Ｄ×0.5 分　　

数　　　 的障害 的障害 的障害

る労働者 重度知 重度知 者、知 知的障害

害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

Ａ×２＋ うち新 Ｅ÷② 成企業 成企業

基礎とな 者及び 者及び 体障害

Ｆ．　　 率　　 用率達 用率達

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障

実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　

Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｅ．　　

（３）製造業における雇用状況（概要）

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

企業数 法定雇用



区　分 ① ②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

障害者
の数

Ａ．　 Ｂ．　 Ｃ． Ｄ．　 Ａ．　

計　　 重度知
的障害
者

Ｅ．　 Ｂ．　 Ｃ．

精神障
害者

精神障
害者で
ある短
時間労
働者

Ｃ． Ｄ．　

Ａ×２

Ｄ．　 Ｅ．　 Ｅ．　

重度身
体障害
者

重度身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の身
体障害
者

重度以
外の身
体障害
者であ
る短時
間労働
者

計　　

Ａ×２ Ｃ＋Ｄ

重度知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

重度以
外の知
的障害
者

重度以
外の知
的障害
者であ
る短時
間労働
者

計　　

＋Ｂ＋ ＋Ｂ＋ ×0.5 

Ｃ＋Ｄ Ｃ＋Ｄ

  ×0.5   ×0.5

  

製造業計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1049.0 211 14 307 13 749.5 14 2 154 8 188.0 110 3 111.5

(1,017.5) (208) (10) (308) (18) (743.0) (10) (1) (151) (9) (176.5) (96) (4) (98.0)

食料品・ 212.0 24 9 36 7 96.5 9 2 68 4 90.0 25 1 25.5

たばこ (205.0) (22) (6) (43) (10) (98.0) (2) (1) (74) (3) (80.5) (26) (1) (26.5)

繊維工業
30.5 4 0 9 2 18.0 1 0 8 0 10.0 2 1 2.5

(32.5) (4) (0) (10) (2) (19.0) (1) (0) (7) (0) (9.0) (4) (1) (4.5)

木材・家具
8.0 0 1 4 0 5.0 0 0 2 0 2.0 1 0 1.0

(11.0) (1) (1) (5) (0) (8.0) (0) (0) (3) (0) (3.0) (0) (0) (0.0)

パルプ・ 23.0 6 0 7 0 19.0 0 0 2 0 2.0 2 0 2.0

紙・印刷 (19.0) (5) (0) (4) (2) (15.0) (0) (0) (2) (0) (2.0) (2) (0) (2.0)

化学工業
87.5 15 1 24 0 55.0 1 0 12 1 14.5 18 0 18.0

(76.5) (12) (0) (28) (0) (52.0) (1) (0) (8) (1) (10.5) (14) (0) (14.0)

窯業・土石
28.0 2 0 14 0 18.0 1 0 5 0 7.0 3 0 3.0

(28.0) (3) (0) (12) (0) (18.0) (2) (0) (3) (0) (7.0) (3) (0) (3.0)

非鉄金属
28.0 8 0 9 0 25.0 0 0 0 0 0.0 3 0 3.0

(26.0) (7) (0) (8) (0) (22.0) (0) (0) (0) (0) (0.0) (4) (0) (4.0)

金属製品
63.5 15 0 15 0 45.0 1 0 7 0 9.0 9 1 9.5

(55.0) (12) (1) (14) (1) (39.5) (1) (0) (6) (0) (8.0) (7) (1) (7.5)

電気機械
250.0 64 0 93 1 221.5 0 0 13 1 13.5 15 0 15.0

(249.5) (64) (0) (95) (2) (224.0) (0) (0) (12)

その他機械
206.0 50 0 56 1156.00

(0) (23)

23.0

(12) (1) (12.5)

24 2

(2) (13.0)

00

(208.5) (54) (1) (56) (0) (165.0)

27.0 23

(15.0)

その他
110.5 23 3 38 3 0

(2)

13 0 13.0

(15)(3) (28.5)

0

(0)

9.0

(104.5) (24) (1) (31) (1) (80.5)

88.5

(0) (9.0)

0

‐１５‐

(1) (0) (13) (0) (15.0)

9

(9)

（４）製造業における障害種別雇用状況

鉄鋼
2.0 0 0 2 0 2.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0

(2.0) (0) (0) (2) (0) (2.0) (0) (0.0)(0) (0) (0) (0) (0.0) (0)



４　民間企業における雇用状況の推移　

年　度 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和2年

企業数 918 948 983 1,112 1,125 1,131 1,153 1,182 1,292 1,289

雇用状況 常用労働者数 147,489.0 160,236.5 167,380.0 171,634.0 169,741.5 172,027.5 173,634.0 185,250.5 191,304.0 193,123.0

（人） 障害者数 2,922.0 3,198.0 3,305.0 3,574.0 3,625.0 3,774.5 3,796.5 4,145.0 4,299.5 4,534.5

雇用率 熊本県 1.98 2.00 1.97 2.08 2.14 2.19 2.19 2.24 2.25 2.35

（％） 全　国 1.68 1.65 1.69 1.76 1.82 1.88 1.92 1.97 2.05 2.15

達成企業の割合 熊本県 59.0 56.5 54.4 51.5 52.7 56.3 57.4 58.9 55.0 58.8

（％） 全　国 47.0 45.3 46.8 42.7 44.7 47.2 48.8

　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者

　　　　　平成18年～　………　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

50.0 45.9 48.6

　注　１　法定雇用率の推移

　　　　　　　　　　　　　　　いる

‐１６‐

　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者（短時間労働者は0.5カウント）

　　　　　平成23年～　………　重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

　　　３　調査対象企業の推移

　　　　　昭和63年～　………　常用労働者数63人以上規模の企業

　　　　　平成11年～　………　常用労働者数56人以上規模の企業

　　　　　平成25年～　………　常用労働者数50人以上規模の企業

2.11

　　　４　常用労働者の範囲

　　　　　平成23年～　………　常用労働者に短時間労働者（週20時間以上30時間未満）を含める。（0.5カウント）

民間企業の障害者実雇用率の推移

　　　２　算定対象となる障害者の推移

　　　　　～昭和62年　………　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

　　　　　昭和63年～　………　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者

　　　　　平成5年 ～　………  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

56.9

48.0

　　　　　昭和62年以前～1.5%、昭和63年4月～1.6%、平成10年7月～1.8%、平成25年4月～2.0%、平成30年4月～2.2%の法定雇用率となって

　　　　　平成30年～　………　精神障害者である短時間労働者であって、要件に該当する者に限り1人分とカウント

　　　　　平成30年～　………　常用労働者数45.5人以上規模の企業

令和元年

1,317

193,167.0

4,483.5

2.32

1.98 2.00 
1.97 

2.08 
2.14 

2.19 2.19 
2.24 2.25 

2.32 

2.35 

1.68 
1.65 

1.69 

1.76 
1.82 

1.88 
1.92 

1.97 

2.05 
2.11 

2.15 

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

雇用率 熊本県

（％） 全 国

（％）



(10)

12

(10)

0

(0)

時間勤
務職員

人

Ｅ．　　
うち３
年以内
精神障
害者で

時間勤

務職員

人

8

Ｅ．　　

うち３

年以内

精神障

害者で

ある短

Ⅱ　地方公共団体等における在職状況

1　県の機関（法定雇用率2.5％）

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

機関数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｆ．　　 実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　 Ｇ．　　 率　　 用率達 用率達

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障 Ａ×２＋ うち新 Ｆ÷② 成機関 成機関

基礎とな 者及び 者及び 体障害 害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

る職員数 重度知 重度知 者、知 知的障害 （Ｄ－Ｅ）× 分　　

的障害 的障害 的障害 者並びに 0.5＋Ｅ

　　 者　　 者であ 者及び 精神障害

る短時 精神障 者である

間勤務 害者　 短時間勤

職員　 務職員　

　

人 人

4 5,351.5 38 13 48

人 人 人 ％ 機関 ％

16 149.0 12.5 2.78 4 100.0

(4) (100.0)(4) (5,315.0) (36) (8) (48) (20) (7)

注 1 　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合
を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

機関計

機関数 人 人

(141.5) (22.5) (2.66)

2 　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、法律上1人を2人に相当するものとして③Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウント
を行い、③Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については、法律上1人を0.5人に相当するものとし
てカウントを行い、③Ｆ欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者のうち「雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者、かつ、令和5年3月31日
までに雇入れられ精神障害者保健福祉手帳を取得した者」については、1人とカウントする。

3 　③Ａ欄・Ｃ欄は1週間の所定勤務時間が30時間以上の勤務者であり、③Ｂ欄・Ｄ欄は1週間の所定勤務時間が20時間以上30時間未満の勤務者である。

4 　③Ｇ欄の「うち新規雇用分」とは、当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇入れられた障害者数である。

5 　（　）内は、令和元年6月1日現在の数値である。

2　市町村（教育委員会含む）の機関（法定雇用率2.5％） 

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

機関数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｆ．　　 実雇用 法定雇 法定雇
障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　 Ｇ．　　 率　　 用率達 用率達
の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障 Ａ×２＋ うち新 Ｆ÷② 成機関 成機関
基礎とな 者及び 者及び 体障害 害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合
る職員数 重度知 重度知 者、知 知的障害 （Ｄ－Ｅ）× 分　　

的障害 的障害 的障害 者並びに 0.5＋Ｅ
　　 者　　 者であ 者及び 精神障害 ある短

る短時 精神障 者である
間勤務 害者　 短時間勤
職員　 害者　 務職員　

　

機関計

機関数 人 人 人 人

62 20,170.5 109 12

人 人 人 ％ 機関 ％

218 51 479.5 37.5 2.38 4012 64.5

(61) (18,434.5) (94) (24) (186) (60) (433.0) (24.5) (2.35) (39) (63.9)

市町村
55 19,613.5 109 11 211 46 469.0 36.5 2.39 36 65.5

(55) (18,086.5) (94) (23) (182) (55) (61.8)

市町村 7 557.0 0 1 1.89 4

(425.5) (24.5) (2.35) (34)

(7.5) (0.0)

7 5 10.5 1.0 57.1

教育委員会 (6) (348.0) (0) (1) (4) (5)

注　Ⅱ1の表と同じ。

‐17‐

(2.16) (5) (83.3)



3　法定雇用率2.4％が適用される教育委員会（法定雇用率2.4％） 

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

機関数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｆ．　　 実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　 Ｇ．　　 率　　 用率達 用率達

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障 Ａ×2＋ うち新 F÷② 成機関 成機関うち3

基礎とな 者及び 者及び 体障害 害者及び Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

る職員数 重度知 重度知 者、知 知的障害 （Ｄ－Ｅ）× 分　　精神障

的障害 的障害 的障害 者並びに 0.5+Ｅ

　　 者　　 者であ 者及び 精神障害 ある短

る短時 精神障 者である

間勤務 害者　 短時間勤 務職員

職員　 務職員　

機関数 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％人

機関計 2 13,532.5 71 32 113 99 360.0 87.0 2.66 1 50.047

(2) (13,160.5) (72) (21) (97) (53) (300.0) (97.0) (2.28) (0) (0.0)(23)

注　Ⅱ1の表と同じ。

4　特殊法人等（法定雇用率2.5％）  

区　分

① ② ③　障害者の数 ④ ⑤ ⑥

機関数 法定雇用 Ａ．　　 Ｂ．　　 Ｃ．　　 Ｄ．　　 Ｆ．　　 実雇用 法定雇 法定雇

障害者数 重度身 重度身 重度以 重度以外 計　　　 Ｇ．　　 率　　 用率達 用率達

の算定の 体障害 体障害 外の身 の身体障 F÷② 成機関 成機関

基礎とな 者及び 者及び 体障害 害者及び

る労働者 重度知 重度知 者、知

うち新Ａ×2＋

Ｂ＋Ｃ＋ 規雇用 ×100 の数　 の割合

者並びに

知的障害 （Ｄ－Ｅ）× 分　　精神障

害者で

　　 者　　 者であ 者及び

数　　　 的障害 的障害 的障害 0.5+Ｅ

者である

精神障害 ある短

時間勤

間労働 害者　

る短時 精神障

働者　　

短時間労 務職員

者　　

2

人 人 人 ％ ％

機関計

機関数 人 人 人 人

3 3,199.5 31.0 3.0

機関

(2.06)

13.0 5.0 81.0 6.0 2.531.0

(1)

66.7

(3) (3,210.0) (26) (0) (12) (3) (66.0) (7.0)

Ｅ．　　
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(1) (33.3)

注　Ⅱ1の表と同じ。

時間勤

害者で

年以内

人

Ｅ．　　

うち3

年以内



人

68

(41)

Ｆ．　Ｄ．　

Ｅ．

うち3年

以内
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5　地方公共団体等における障害種別雇用状況

① ②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

障害者　 Ａ．　 Ｂ．　 Ｃ． Ｄ．　 Ｅ．　 Ａ．　 Ｂ．　 Ｃ． Ｄ．　 Ｅ．　 Ｃ．　

の数　　 重度身体 重度身体 重度以外 重度以外 計 Ｆ．　 重度知的 重度知的 重度以外 重度以外 計 Ｆ．　 精神障害 精神障害 計 Ｇ．　

障害者　 障害者で の身体障 の身体障 Ａ×2＋ うち新規 障害者　 障害者で の知的障 の知的障 Ａ×2＋ うち新規 者　　　 者である Ｃ＋ うち新規

　　 ある短時 害者　　 害者であ Ｂ＋Ｃ＋ 雇用分　 　 ある短時 害者　　 害者であ Ｂ＋Ｃ＋ 雇用分　 短時間職 （Ｄ－Ｅ） 雇用分　

間職員　 　 る短時間 Ｄ×0.5 間職員　 る短時間 Ｄ×0.5 員　　　 ×0.5

職員　　 　 職員　　 　 ＋Ｅ

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1,069.5 230 93 251 72 840.0 87 77 159.5 71.0

(21) (20) (57.0)

5 22 70.0

(55) (273) (69) (792.5)

17.566.5 19 16

(17.5) (47) (47) (91.0) (40.5)(93.0) (13) (0)(940.5) (215)

5

　②Ａ欄の重度障害者、③Ａ欄の重度知的障害者については、法律上1人を2人に相当するものとしてそれぞれＥ欄の計を算出するに当
たりダブルカウントを行い、②Ｄ欄、③Ｄ欄及び④Ｄ欄の短時間労働者については、法律上1人を0.5人に相当するものとして②Ｅ欄、
③Ｅ欄及び④Ｆ欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
　ただし、④Ｅ欄の「雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、1人とカウントする。

　②Ａ欄・Ｃ欄、③Ａ欄・Ｃ欄及び④Ｃ欄は、1週間の所定勤務時間が30時間以上の勤務者であり、②Ｂ欄及びＤ欄、③Ｂ欄及びＤ欄、
及び④Ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の勤務者である。

　②Ｆ欄、③Ｆ欄及び④Ｇ欄の「うち新規雇用分」とは、当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇入れられた
障害者の数である。

　（　）内は、令和元年6月1日現在の数値である。

　①欄の「障害者の数」とは、②Ｅ欄、③Ｅ欄及び④Ｆ欄の計である。注 1

2

3

4



和水町教育委員会 46.5 1.5 3.23 0.0

山都町教育委員会 55.5 1.5 2.70 0.0

菊池市教育委員会 166.0 2.5 1.51 1.5

熊本県病院局 67.5 2.0 2.96 0.0

1.0 2.27 0.0

0.0

0.0

　Ⅲ　公的機関等の状況

1　県の機関（法定雇用率2.5％）

① 法定雇用障害者数
② 障害者の数 ③ 実雇用率 ④ 不足数 備　考　の算定の基礎となる

職員数　　　　　

熊本県企業局 44.0

合　　計 5,351.5 149.0 2.78

熊本県知事部局 4,734.5 132.5 2.80

熊本県警察本部 505.5 13.5 2.67

注 1 　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

0.0

2 　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数・知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間以外の重度身体障害者・重度知的障害者
については、法律上1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者であ
る短時間労働者」については、法律上1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者のうち「雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者、かつ、令和5
年3月31日までに雇入れられ精神障害者保健福祉手帳を取得した者」については、1人とカウントする。

3 　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から②欄の障害者数を減じて得た数であり、
これが0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、
この場合、法定雇用率達成となる。

2　市町村の教育委員会（法定雇用率2.5％）  

① 法定雇用障害者数
② 障害者の数 ③ 実雇用率 ④ 不足数 備　考　の算定の基礎となる

職員数　　　　　

注　Ⅲ1の表と同じ。
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3.5

多良木町教育委員会 43.5

水俣市教育委員会 108.5 2.5 2.30

0.0 0.00 1.0

合　　計 557.0 10.5 1.89

0.0

益城町教育委員会 62.5 2.5 4.00 0.0

御船町教育委員会 74.5 0.0 0.00 1.0



3　市町村（教育委員会除く）の機関（法定雇用率2.5％）

19,613.5 469.0 2.39 34.5
1 熊 本 市 4,956.0 123.5 2.49
2 八 代 市 1,362.0 32.5 2.39 1.5 特例認定あり（教育委員会・水道局含む）

3 人 吉 市 400.5 14.0 3.50 特例認定あり（教育委員会含む）

4 荒 尾 市 410.0 10.0 2.44 特例認定あり（教育委員会・企業局・監査委員含む）

5 水 俣 市 277.0 5.5 1.99 0.5
10月1日時点において、障害者の数6.5人、実雇用率2.34%、不足数0.0人
となっている。

6 玉 名 市 644.5 14.0 2.17 2.0
特例認定あり（教育委員会含む）
12月1日時点で基礎となる職員の数640.0人、障害者の数16.5人、実雇用
率2.58%、不足数0.0人となっている。

7 天 草 市 1,270.0 38.5 3.03 特例認定あり（教育委員会含む）

8 山 鹿 市 718.0 17.5 2.44 特例認定あり（教育委員会含む）

9 菊 池 市 555.5 9.0 1.62 4.0
10 宇 土 市 362.5 10.0 2.76 特例認定あり（教育委員会含む）

11 上天草市 298.5 8.0 2.68 特例認定あり（教育委員会含む）

12 宇 城 市 612.0 13.0 2.12 2.0
10月6日付け特例認定の結果、基礎となる職員の数625.5人、障害者の数
15.0人、実雇用率2.40%、不足数0.0人となっている。

13 合 志 市 465.5 12.5 2.69 特例認定あり（教育委員会含む）

14 阿 蘇 市 356.0 7.0 1.97 1.0
特例認定あり（水道局、教育委員会含む）
11月24日時点において、障害者の数8.0人、実雇用率2.25%、不足数0.0
人となっている。

15 美 里 町 126.0 3.0 2.38
16 玉 東 町 63.5 1.0 1.57
17 和 水 町 191.0 6.0 3.14
18 南 関 町 147.5 3.0 2.03 特例認定あり（教育委員会含む）

19 長 洲 町 120.5 4.0 3.32
20 大 津 町 356.5 9.0 2.52 特例認定あり（教育委員会含む）

21 菊 陽 町 228.5 6.0 2.63
22 南小国町 109.5 2.0 1.83
23 小 国 町 127.5 3.5 2.75
24 産 山 村 68.0 1.0 1.47
25 高 森 町 163.0 5.0 3.07
26 南阿蘇村 162.0 3.0 1.85 1.0

27 西 原 村 98.0 1.0 1.02 1.0
11月16日時点で基礎となる職員の数99.0人、障害者の数2.0人、実雇用
率2.02%、不足数0.0人となっている。

28 御 船 町 194.5 5.0 2.57
29 嘉 島 町 115.0 2.0 1.74
30 益 城 町 349.5 2.5 0.72 5.5
31 甲 佐 町 125.5 2.0 1.59 1.0
32 山 都 町 282.0 9.5 3.37
33 氷 川 町 187.0 3.0 1.60 1.0
34 芦 北 町 212.0 5.0 2.36
35 津奈木町 108.0 3.5 3.24
36 錦　　町 150.0 5.0 3.33
37 あさぎり町 189.0 5.0 2.65
38 多良木町 115.0 3.0 2.61
39 湯 前 町 60.0 3.0 5.00
40 水 上 村 56.0 0.0 0.00 1.0
41 相 良 村 61.5 0.0 0.00 1.0
42 五 木 村 55.0 1.0 1.82
43 山 江 村 77.0 2.0 2.60
44 球 磨 村 79.5 4.0 5.03
45 苓 北 町 80.0 0.5 0.63 1.5
46 熊本市交通局 74.5 2.0 2.68
47 熊本市上下水道局 468.5 12.0 2.56

48 熊本市病院局 396.0 8.5 2.15 0.5
9月8日時点において、基礎となる職員の数399.0人、障害者の数9.5人、
実雇用率2.38%、不足数0.0人となっている。

49 荒尾市民病院 344.0 8.0 2.33
50 天草市病院事業部 256.5 5.0 1.95 1.0
51 山鹿市民医療センター 181.0 3.0 1.66 1.0
52 阿蘇医療センター 88.0 1.0 1.14 1.0
53 和水町立病院 55.5 2.0 3.60
54 上天草総合病院 153.0 5.0 3.27
55 国保水俣市立総合医療ｾﾝﾀｰ 450.5 4.0 0.89 7.0
注　Ⅲ2の表と同じ。

②障害者の数③実雇用率④不足数 備　考
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①法定雇用障害
者数の算定の基
礎となる職員数

合　　計



地方独立行政法人
くまもと県北病院機構 547.0 10.5 1.92 2.5

12月31日時点において、基礎となる労働者
の数537人、障害者の数14.5人、実雇用率
2.70%、不足数0.0人となっている。

4　法定雇用率2.4％が適用される教育委員会（法定雇用率2.4％） 

① 法定雇用障害者数

② 障害者の数 ③ 実雇用率 ④ 不足数 備　考　の算定の基礎となる

職員数　　　　　

合　　計 13,532.5 360.0 2.66 6.0

熊本県教育委員会 9,670.5 274.0 2.83 0.0

熊本市教育委員会 3,862.0 86.0 2.23 6.0

5　特殊法人等（法定雇用率2.5％） 

① 法定雇用障害者数

② 障害者の数 ③ 実雇用率 ④ 不足数 備　考　の算定の基礎となる

労働者数　　　　

0.0

合　　計 3,199.5 81.0 2.53 2.5

公立大学法人
熊本県立大学 112.0 2.0 1.79 0.0

注　Ⅲ1の表と同じ。

注　Ⅲ1の表と同じ。

国立大学法人熊本大学 2,540.5 68.5 2.70
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